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参考資料１：廃棄対象候補資料選定以後の手続きのフローチャート 

 

一：廃棄対象候補資料リスト作成（図書館長） 

学内照会（3 週間）教員一括アドレス宛メール

配信及び図書館ホームページにてお知らせ

五：除却資料の確定 

四：以後廃棄せず 
ただし、特段の事情により

再度本要領を適用する場合

は図書館運営委員会に諮る 

十：残余の資料を処分 

六：除却・除却資料リスト作成 

学内譲渡希望照会（3週間）
教員一括アドレス宛メール配信及び

図書館ホームページにてお知らせ 

三：廃棄が適切か？ 

二：廃棄・配置場所

が不適当か？ 

七：譲渡希望あり 

八：無償譲渡(先着順) 

九：無償譲渡(先着順) 

（送料は受入機関が負担）

二：廃棄・配置場所につい

て図書館長に通知 

いいえ 

四：本要領を適用 

する 

いいえ

はい

はい

いいえ 

九：学外関係機関譲渡希望照会 

（3週間） 

九：譲渡希望あり 

はい

いいえ 

三：図書館長は通知者と協議

を行い、その結果を図書館運

営委員会で審議 

はい

はいいいえ


